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国
選
弁
護
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
規
則

（
平
成
九
年
二
月
二
十
一
日
規
則
第
六
十
一
号
）

改
正

平
成
二
七
年

八
月
二
一
日

令
和

二
年

九
月
一
〇
日

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
は
、

被
疑
者
及
び
被
告
人
の
弁
護
人
依
頼
権
の
重
要
性
に
鑑
み
、
国
選

弁
護
制
度
を
拡
充
強
化
し
、
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
必
要

な
調
査
、
研
究
及
び
対
策
の
樹
立
に
資
す
る
た
め
、
定
期
的
に
国

選
弁
護
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
以
下
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
い
う
。
）

を
開
く
。

第
二
条

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
前
回
の
開
催
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

一
月
一
日
か
ら
三
年
以
内
に
次
回
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
当
該
期
間
内

に
次
回
を
開
催
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
、
日
時
及
び
開
催
地
は
、
日
弁
連
刑
事

弁
護
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
徴

し
た
上
で
、
理
事
会
で
決
定
す
る
。

第
三
条

連
合
会
は
、
会
長
が
委
嘱
す
る
相
当
数
の
会
員
、
セ
ン
タ
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ー
の
委
員
長
及
び
セ
ン
タ
ー
が
推
薦
し
会
長
が
委
嘱
す
る
相
当
数

の
委
員
を
も
っ
て
国
選
弁
護
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
（
以
下

「
実
行
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
構
成
す
る
。

２

実
行
委
員
会
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
と
そ
の
運
営
に
あ
た

る
。

３

実
行
委
員
会
は
、
担
当
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
的
の
終
了
と

と
も
に
そ
の
任
務
を
終
わ
る
。

４

実
行
委
員
会
の
委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

第
四
条

連
合
会
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
出
版
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
七
年
八
月
二
一
日
改
正
）

第
一
条
、
第
二
条
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
二
年
九
月
十
日
改
正
）

第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
九
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。


